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海旅－１ 

１ 旅客船事業の現況 

管内における旅客船事業は、淡路島、小豆島、家島諸島、四国、九州方面への旅客輸送及び自動

車航送を行っているもののほか、関西国際空港へのアクセス事業、神戸港、姫路港、及び東播磨港

における通船事業並びに神戸港、鳴門海峡での遊覧船事業がある。 

 

第１図 管内の一般旅客定期航路                 （令和５年８月１日現在） 

姫路

神戸

明石 大阪家島

富島 岩屋

福田
坊勢島

（関西国際空港）

洲本

土生

沼島

◎ ジャンボフェリー（神戸～高松）
(◎四）四国開発フェリー（神戸～新居浜）
（◎九）フェリーさんふらわあ（神戸～大分）

（◎九）阪九フェリー（神戸～新門司）

□沼島汽船（沼島～土生）
（離島航路）

○こうべ未来都市機構
（神戸空港～関西空港）

（◎四）小豆島フェリー
（姫路～福田）

○高速いえしま（家島～姫路）
○高福ライナー（家島（宮）～姫路）
○坊勢輝汽船（坊勢～姫路）
□坊勢渡船（西島(いえしま自然体験センター）～網手）

※西島(いえしま自然体験センター)～坊勢（奈座）間は休止中

○淡路ジェノバライン（明石～岩屋）

○淡路ジェノバライン（富島～明石） ※休止中

◎＝フェリー
○＝高速船
□＝一般旅客船
()は他局所管航路
近＝近畿運輸局所管
四＝四国運輸局所管
九＝九州運輸局所管

□早駒運輸(中突堤～P.I西側緑地公園)※休止中
□早駒運輸(神戸港中突堤西地区浮桟橋～HAT神戸) ※休止中

坂手

西島 男鹿島

※許可航路名を記載している

（◎九）宮崎カーフェリー（神戸～宮崎）
（◎九）マルエーフェリー（神戸～那覇） ※休止中

〇淡路関空ライン
（洲本～関西空港）※休止中

（□近）恭兵船舶
（深日～洲本）

深日

 

 

(1) 旅客船事業者数及び航路数 

所管事業者数及び航路数の状況は、第１～２表のとおりである。 

管内の令和５年４月１日現在の事業者数及び航路数は、一般旅客定期航路事業１０社、１３航

路（うち、フェリーは１社、１航路）、旅客不定期航路事業は１４社、３６航路である。 

 

第１表 旅客船事業者数                    （各年度とも４月１日現在） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

旅客定期航路事業 １１ １０ １０ １０ １０ 

旅客不定期航路事業 １７ １８ １６ １７ １４ 

 



海旅－２ 

第２表 旅客船航路数                     （各年度とも４月１日現在） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

旅客定期航路事業 １４ １３ １３ １３ １３ 

旅客不定期航路事業 ３８ ３８ ３６ ３８ ３６ 

 

 

(2) 旅客船事業の増減状況等 

令和４年度における旅客船事業の増減状況は、第３表及び第４表のとおりである。 

 

第３表 旅客船事業の新規許可航路（所管航路） 

事業区分 事業者名 航路名 許可年月日 
事業開始 

年月日 

旅客不定期航路事業 髙山 知久 
坊勢～西島（いえしま自

然体験センター） 
Ｒ４．８．２９ Ｒ４．８．２９ 

旅客不定期航路事業 髙山 知久 坊勢～姫路 Ｒ４．１０．２５ Ｒ４．１０．２５ 

 

 第４表 旅客船事業の廃止航路（所管航路） 

事業区分 事業者名 航路名 届出年月日 廃止年月日 

旅客不定期航路事業 壱岐・対馬フェリー(株) 阪神港（神戸区）周遊 Ｒ４．６．２０ Ｒ４．６．２０ 

旅客不定期航路事業 山陰松島遊覧(株) 浜坂起点山陰海岸めぐり Ｒ５．１．５ Ｒ４．１２．３１ 

旅客不定期航路事業 山陰松島遊覧(株) 浜坂～香住 Ｒ５．１．５ Ｒ４．１２．３１ 

旅客不定期航路事業 岩井 輝昭 
新西宮ヨットハーバー起

点大阪湾周遊 
Ｒ５．４．１１ Ｒ５．１．１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



海旅－３ 

(3) 輸送実績の推移 

管内発着航路の輸送実績(方面別・生活離島航路・神戸港起点遊覧船)の過去５年間の推移は、

第２～６図のとおりである。（旅客には旅客輸送人員と航送旅客輸送人員を含む） 

令和４年度における管内発着全航路（遊覧船等の不定期航路を含む）の輸送実績は、旅客 

２,７７３千人（１３０．２％）、自動車５９０千台（１０９．２％）となっている。（（ ）

内は対前年度比を示す。以下同じ。） 

 

第２図 管内発着航路の輸送実績 
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前

述を

方面別等に見た場合、九州方面の輸送実績は、旅客４２４千人（１４６．６％）、自動車３５８千

台（１０７．４％）となっている。 

 

第３図 方面別輸送実績（九州方面） 
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海旅－４ 

同様に淡路・四国方面の輸送実績は、旅客１,０１６千人（１１９．１％）、自動車２３３千台

（１１２.０％）となっている。 

 

第４図 方面別輸送実績（淡路・四国方面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活離島航路、家島諸島の輸送実績は、旅客５７９千人（１０３．４％）となっている。また、

沼島の輸送実績は、旅客１３０千人（１１０．９％）となっている。 

 

第５図 生活離島航路輸送実績（家島諸島・沼島） 
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海旅－５ 

神戸港起点遊覧船の輸送実績は、旅客３１１千人（２１９．９％）となっている。 

 

第６図 神戸港起点遊覧船の輸送実績 
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海旅－６ 

 

２ 不開港場寄港及び沿岸輸送特許 

 

船舶法第３条ただし書きの規定による外国籍船舶の不開港場寄港特許及び沿岸輸送特許に係る特

許通知書交付件数の推移は、第７～８図のとおりである。また、神戸運輸監理部が許可した沿岸輸

送特許における貨物輸送量及び旅客輸送人員の推移、不開港場寄港特許における仕向港別内訳、沿

岸輸送特許における輸送先別内訳は、第９～１２図のとおりである。 

 

第７図 不開港場寄港特許通知書交付件数 

 

 

第８図 沿岸輸送特許通知書交付件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68

54

38

48

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H30 R1 R2 R3 R4 （年度） 

（年度） 

（件） 

200
173

150

115 111

35 40

5
20 23

0

50

100

150

200

250

H30 R1 R2 R3 R4

貨物 旅客

 

（件） 

（年度） 



海旅－７ 

 

第９図 沿岸輸送特許における貨物輸送量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０図 沿岸輸送特許における旅客輸送人員 
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海旅－８ 

第１１図 不開港場寄港特許における仕向港別内訳 

 

 

第１２図 沿岸輸送特許における輸送先別内訳 
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海旅－９ 

３ 海事思想の普及 
四面を海に囲まれた我が国にとって、海は国民生活と密接に結びついており、我が国の経済、国

民生活を支えるためには、広く国民の関心を海に向ける必要がある。そのため、神戸運輸監理部

では、海洋国家日本の発展に資するよう、海事産業の活性化、海洋環境の保全、海上における安

全確保等に関して海事思想の普及を図っている。 

令和４年度は新型コロナ感染症拡大の影響が継続する中、コロナ以前に開催されていたイベント

等が規模を縮小もしくは形を変え、再開を始めた。 

今年度、参画した海事思想普及の取り組みは第４表のとおりである。 

 

第４表 海事思想普及の取り組み 

行事名等 概要 

神戸港ボート天国 

（7月 18 日） 

PR ブースによる神戸運輸監理部の取り組みの紹介や 

各種海事広報の実施 

客船フェスタ 

（7月 23 日） 

クルーズの PR、各種ワークショップ等の実施 

※関西クルーズ振興協議会として参画 

姫路港ふれあいフェスティバル 

（10 月 23 日） 

PR ブースによる海事広報の実施 

新造船フェリーの船内動画撮影 

（10 月以降） 

管内発着の新造船フェリー（２社）の船内にて、船旅

の魅力を伝える動画を撮影し SNS で公開 

 

観光船試乗会 

（令和 5年 2月 20 日） 

神戸港内発着遊覧船「bohbohKOBE」船内にて、交通事

業者、観光関係者、情報誌関係者等を対象に、観光船

事業者によるプレゼンと令和 3年 10 月にオープンした

「atoa」の施設紹介 

 

４ 感染症拡大防止対策に関する補助制度 
令和４年度に、離島航路事業者等が行う経営改善計画（感染症拡大防止に対策を含む）に関する

補助金の２次募集が行われ、管内旅客船事業者による利用があった。 

 

(1) 令和３年度１次補正２次募集 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

（情報化・データ化等による地域交通の経営改善支援事業） 

(2) 補助概要 

補助対象事業者 

・離島航路事業及び離島航路事業とみなすこととされている事業を営む者 

補助対象事業内容 

・公共交通のデジタル化・システム化に要する費用並びにこれらの技術研修及び調査費用 

・感染症拡大防止対策のための設備の導入等に要する費用 

(3) 利用社数 

３社 
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海貨. - 1 - 

１ 内航海運の現況 

（1）内航海運登録事業者数等 
    管内の内航海運事業者数は、第１図のとおりである。 

 

第１図 管内の内航海運事業者数の推移（各年度末現在） 

 
 

 

（2）法人・個人別事業者数 

         管内の法人・個人別の登録事業者数は、第１表のとおりである。 

 
第１表 法人・個人別登録事業者数（各年度末現在） 

  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

内航海運業 

登録事業者

数 

１７９ 

（９） 

１７０ 

（８） 

１６７ 

（８） 

１６7 

（８） 

１70 

（7） 

 
   （  ）は個人事業者数で内数 
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（3）船種・船型別船腹量及び隻数 

   令和４年度末の管内の所有船舶の船種・船型別船腹量及び隻数は第２表のとおりである。  

 
第２表 船種・船型別船腹量及び隻数 （令和５年３月末現在）   

船腹量区分及び隻数 貨物船 

土・砂

利・石

材   

専用船 

セメン

ト専用

船 

自動車

専用船 
油送船 

特殊タ

ンク船 
合 計  

100G/T

未満 

船腹量

（G/T） 
1,463 150 0 0 375 0 1,988  

隻数(隻) 57 2 0 0 7 0 66  

100～

499G/T 

船腹量

（G/T） 
60,977 15,557 0 0 10,109 864 87,507  

隻数(隻) 170 34 0 0 27 2 233  

500～

699G/T 

船腹量

（G/T） 
7,601 0 0 0 1,100 1,226 9,927  

隻数(隻) 13 0 0 0 2 2 17  

700G/T

～ 

船腹量

（G/T） 
106,505 8,218 9,957 0 25,393 6,949 157,022  

隻数(隻) 42 5 1 0 7 3 58  

合 計 

船腹量

（G/T） 
176,546 23,925 9,957 0 36,977 9,039 256,444  

隻数(隻) 282 41 1 0 43 7 374  

 

（4）自家用船舶使用届出状況（100 総トン以上） 

管内の自家用船舶の使用届出状況は、第２図のとおりである。 

 
第２図 管内の自家用船舶使用届出状況 （各年度末現在）  
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（5) 内航海運業地区別登録事業者分布状況 

管内の内航海運業地区別登録事業者分布状況は、第３図のとおりである。 

 

第３図 管内の内航海運業地区別登録事業者分布状況（令和５年３月末現在） 
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２ 貨物利用運送事業の現況 

     管内の貨物利用運送事業者数は、第４図のとおりである。 
（ただし、内航運送及び外航運送に係る第一種貨物利用運送事業者に限る。） 

 

第４図 管内の貨物利用運送事業者数の推移（各年度末現在）  

 

 
 

３ 港湾運送事業の現況 
（1） 港湾運送事業者数・許可数  

管内の指定港湾各地における許可数及び店社数（事業者数）等の推移は第５図から第７図の

とおりである。 

 

第５図 管内の港湾運送事業者の許可数及び店社数の推移  （各年６月１日現在） 
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第６図 管内の検数・鑑定・検量事業者の店社数と許可数の推移  （各年６月１日現在） 

                                 注．検数・鑑定・検量事業については全国一律許可 

 

 

第７図 管内の港湾運送関連事業者の店社数と届出数の推移  （各年６月１日現在） 

 

 

 (2) 港湾運送実績 

    ※（ ）内％は対前年度比を示す 

管内の港湾運送事業法の指定港である神戸港、尼崎西宮芦屋港、姫路港及び東播磨港の船舶

積卸実績は、第８図から第１１図のとおりである。  

神戸港における令和４年度の総取扱貨物量は、９０，８３９千トン（１０６．５％）であっ

た。品目別では、コンテナ貨物７４，５３２千トン（１０５．０％）、石炭４，８７２千ト

ン（１６１．８％）、自動車２，４７７千トン（９８．７％）、鉄鋼１，８１５千トン

（９２．６％）となっている。 
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第８図 神戸港船舶積卸実績の年度別の推移 

 
 

尼崎西宮芦屋港における令和４年度の総取扱貨物量は、３，０３１千トン（１０４．０％）

であった。品目別では、自動車１，６１４千トン（１０９．５％）、鉄鋼８２５千トン

（９３．３％）、金属くず１４５千トン（９５．０％）の３品目で全体の約９割を占めてい

る。 

 
第９図 尼崎西宮芦屋港船舶積卸実績の年度別の推移 

 
 

姫路港における令和４年度の総取扱貨物量は、９，４５３千トン（９０．９％）であった。

品目別では、鉄鋼５，０８８千トン（８８．８％）、石炭１，６３７千トン
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（１１２．５％）、金属くず９２９千トン（８３．８％）の３品目で全体の約８割を占めてい

る。 

第１０図 姫路港船舶積卸実績の年度別の推移 

 
 

東播磨港における令和４年度の総取扱貨物量は、２８，６８６千トン（９４．５％）であっ

た。品目別では、金属鉱１０，５６０千トン（９３．４％）、石炭６，４９２千トン

（９３．７％）、鉄鋼５，４１３千トン（９６．８％）の３品目で全体の約８割を占めてい

る。 

 

第１１図 東播磨港船舶積卸実績の年度別の推移 
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はしけ稼働実績は、第１２図のとおりである。神戸港における令和５年３月末現在の港運は

しけ保有状況は、計１０９隻５８，３３９積トンであり、令和４年度の輸送実績は７０６千ト

ン（９６．７％）であった。 
 
第１２図 管内のはしけ稼働実績の年度別の推移  

 
 

各港別の沿岸荷役の実績は、第１３図のとおりである。管内における令和４年度の沿岸荷役

実績は１０１，６４１千トン（１１４．４３％）であった。 

 

第１３図 管内の沿岸荷役実績の年度別の推移  
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 (3) 港湾労働者の現況 

    神戸港の常用港湾労働者数は、令和５年３月末における港湾労働法上の届出数で５，４８９

人（対前年同月比１０１．０％）であった。 

 

第１４図 神戸港における港湾労働者数（常用）の推移（各年度末現在） 

 

 

（資料）神戸公共職業安定所 
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１ 造船業の現況 

(1) 造船所の状況 

     管内造船所の数は、第１表のとおりである。 

 

 第１表 管内造船所数（令和５年８月末日現在） 

 

 

 

 

(2) 船舶の建造・修繕実績 

                             ※（  ）内％は対前年比を示す 

令和４年の管内建造実績は４４隻（１０７．３％）、総トン数は１２，３３１トン(６１．１％)であ

り、隻数は増加したが総トン数は減少した。 

また、修繕実績は７４７隻（９０．０％）、工事金額は２６８億円（１０８．５％）となり、隻数は

減少したが工事金額は増加した。 

 

 

小型船造船業法

許　 可 届　 出 登録

造船所数 造船所数 造船所

20 21 23 64

（注）
１．　国土交通省資料による
２．　造船法許可造船所は、５００総トン以上又は長さ５０メートル以上の鋼船を製造、修繕すること
ができる造船所
３．　小型船造船業登録造船所は、２０総トン以上又は長さ１５メートル以上の鋼船（５００総トン以
上又は長さ５０メートル以上のものを除く。）及び木船を製造、修繕することができる造船所
４．　造船所数合計は、造船法及び小型船造船業法に基づいて、許可、登録、届出されている造
船所の数

神戸運輸監理部管内造船所数

（令和5年8月末日現在）

造船法

造船所数合計
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注）管内建造および修繕実績は、造船造機統計調査の調査票情報による 

 
 
２ 舶用工業の現況 

(1) 舶用工業事業所数 

管内の舶用工業事業所数は６８事業所で、このうち、中小企業（資本金１億円以下の事業者）の事

業所数は４６事業所であった。 

    

第３図 資本金別・舶用比率別事業所数          第４図 業種別事業所数 

（令和４年１２月３１日現在）           （令和４年１２月３１日現在） 
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第１図 建造実績の推移 第２図 修繕実績の推移 
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注）船舶用機関又はぎ装品（これらの部分品・附属品を含む）の製造又は修繕のための事業所（工

場）を有し、常時５人以上の従業員を使用している事業所。造船法に基づく報告書をもとに作成

しているため、提出状況により変動がある。「専業」とは、舶用比率が５０％を超えるものをい

う。 

 

 (2) 舶用工業の実績 

(ｱ) 生産動向 

    令和４年の管内舶用工業事業者における生産額は、対前年比１２．１％増の２，２６６億円となっ

た。 

業種別で生産額が増加した製品は、次のとおりである。 

舶用補助機械   ３４７億円（前年比  １０２．３％増） 

舶用内燃機関 １，３０２億円（前年比   １７．２％増） 

ぎ装品      １７４億円（前年比   １３．５％増） 

軸系及びプロペラ １８８億円（前年比   １１．７％増） 

業種別で生産額が減少した製品は、次のとおりである。 

航海用機器     ８０億円（前年比   ６４．４％減） 

係船・荷役機械   ２５億円（前年比   ２１．１％減） 

部分品・附属品  １５０億円（前年比    ７．０％減） 

 

第５図 生産実績の推移 
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第６図 令和４年 業種別生産実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 修繕動向 

令和４年の管内舶用工業事業者における修繕額は、対前年比１３．１％増の１５５億円となっ

た。 

第７図 令和４年 業種別修繕実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｳ）輸出動向 

令和４年の管内舶用工業製品の輸出額は対前年比１８．６％減の８０１億円となった。 

品目別で輸出額が増加した製品は、次のとおりである。 

舶用補助機械    １２５億円（前年比 ６５．８％増） 

舶用ボイラ      ７百万円（前年比  １．８％増） 

航海用機器     ２６２億円（前年比 １３．７％増） 

品目別で輸出額が減少した製品は、次のとおりである。 

舶用内燃機関

1,302 

航海用機器 80 

舶用補助機械

347 

軸系及びプロ

ペラ 188 

部分品・附属

品 150 

ぎ装品 174 
係船・荷役機械 25 

航海用機器 43 

舶用内燃機関 68 

その他 22 

舶用補助機械 11 

ぎ装品 10 
部分品・附属品 1 

合計 

155 億円 

合計 

2266 億円 
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舶用内燃機関    ３９０億円（前年比 ４０．２％減） 

軸系及びプロペラ   ２０億円（前年比  ７．０％減） 

ぎ装品         ６億円（前年比  ３．３％減） 

 

第８図 輸出契約実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９図 令和４年 品目別輸出契約実績     第１０図 令和４年 地域別輸出契約実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

(ｴ) 輸入動向 

令和４年の管内舶用工業事業者による舶用工業製品の輸入額は、対前年比１３．２％増の  

１６７億円となった。 
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合計
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第１１図 輸入実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２図 令和４年 品目別輸入実績          第１３図 令和４年 地域別輸入実績 

 

 

３ 造船業・舶用工業対策等 
(1) 人材の育成 

今後少子高齢化が更に進み、他産業との人材獲得競争の激化が想定される中で、造船業の成長を支

える人材の確保・育成の取組の一層強化が不可欠となっており、神戸運輸監理部では人材育成に関す

る産官学連携の強化を推進している。 

(ｱ) 地域造船技能研修センターへの支援等 

アジア 117

ヨーロッパ 42

北アメリカ 5

オセアニア 3 その他 0.1

航海用機器 109

舶用内燃機関 36
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係船・荷役機械 0.4
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合計 
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合計 
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造船技能者育成のため、平成１６年から地域造船技能研修センターが全国で６カ所設立され

た。 

管内では、平成２０年３月に「相生技能研修センター」が設立され、新人向けの知識・技能や

専門技能の教育の場として重要な役割を果たしている。 

なお、令和４年度に実施した同技能研修センターにおける研修は以下のとおりである。（中止

の理由は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの） 

・ 令和４年４月～６月        新人研修      （３社６名） 

・ 令和４年６月           機関仕上げ（３級）（５社７名）（以下は専門技能研修） 

・ 令和４年９月           配管艤装(３級)   （中止） 

・ 令和４年１０月          機関仕上げ（２級）（１社２名） 

・ 令和４年１１月          溶接（２・３級）  （３社４名） 

神戸運輸監理部では、同技能研修センターに対し、地域の造船技能研修センターとして 

の運営、機能強化・拡充等に向けた支援を続けている。 
 (ｲ)  造船・舶用企業との連携 

造船・舶用企業で就業する若手従業員を対象に、新人研修会を例年実施しているが、令和４年度

においては新型コロナウイルス感染拡大の影響により、やむをえず中止することとなった。 

(ｳ)  教育機関との連携 

神戸運輸監理部では、次世代の海事産業の担い手を育成するため、兵庫県高等学校教育研究会や

神戸舶用工業会と連携して、工業高校の教員・生徒を対象にさまざまな研修を実施している。令和

４年度における主な取り組みは以下のとおりである。 

   ・令和５年３月７日 ヤンマーパワーテクノロジー株式会社尼崎工場見学 （９名） 

   ・令和５年３月８日 岡本鉄工株式会社工場見学 （１２名） 

 

（2）造船業における労働災害防止指導 

  造船所における労働災害事故防止のため、昭和５８年５月から、造船事業者等が「全国造船安全衛

生対策推進本部」を設置している。神戸運輸監理部では、同本部の西日本総支部兵庫支部の幹事会に

参加するほか、同支部が行う安全衛生相互点検パトロール等に同行するなどの支援、協力を行ってい

る。令和４年度は６事業所を関係者とともに点検し、指導した。 

 

 

４ 舟艇利用の現況 
(1) 「海の駅」を利用したマリンレジャーの普及推進 

海の駅は、マリンレジャーの普及及び地域・観光振興の観点から、「いつでも、誰でも、気軽に、安

心して立ち寄り、利用でき、憩える場所」として全国各地に展開され、令和５年７月末現在、１７８

駅が登録されている。  



海舶 - 8 - 

神戸運輸監理部は、海の駅ネットワーク関西連絡会事務局の一員として、各種イベントを通じ、海

離れが指摘される子どもや若者を始めとした国民全体に海や船に触れる機会の創出と、海事・海洋に

関する情報発信を行っている。 

管内においては、令和５年７月末現在、１１駅が｢海の駅｣となっている。（管内「海の駅」の所在に

ついては、第１４図のとおり。） 

また、令和４年度におけるマリンレジャーの普及推進に向けた主な取り組みは、以下のとおりであ

る。  

(ｱ) 関西ボートショーにおける出展（令和４年４月２２日～２４日） 

(ｲ) ボート天国（令和４年７月１８日） 

(ｳ) マリンカーニバル神戸における出展（令和４年９月１７日～１８日） 

(ｴ) 関西フローティングボートショーにおける出展（令和４年１０月１４日～１６日） 

(ｵ) JJSA 全日本選手権における出展（令和４年１０月１５日～１６日） 

(ｶ) 須磨マリンアカデミー（令和４年１０月２２日） 

(ｷ) 第４回海の駅ネットワーク理事会への出席（Web 開催（令和４年１２月１５日）） 

(ｸ) 関西舟艇利用振興対策連絡会議の開催（書面開催（令和５年３月１５日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

(ｹ) 海の駅ネットワーク関西連絡会総会（書面決議（令和５年３月２６日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

 

第１４図 兵庫県内の「海の駅」登録状況（令和５年７月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 名称 登録日 

① しんにしのみや海の駅 H16.9.1 

② こうべすま海の駅 H16.9.1 

③ こうべたるみ海の駅 H16.9.1 

④ あわじ交流の翼港海の駅 H17.3.9 

⑤ すもとサントピア海の駅 H18.1.30 

⑥ むろつ海宝海の駅 H18.3.27 

⑦ 南あわじみなと海の駅 H18.10.23 

⑧ あいおい白龍城海の駅 H19.5.13 

⑨ あわじ島つな港海の駅 H25.7.15 

⑩ ひめじいえしま海の駅 H27.4.1 

⑪ 
にしのみや・えびす海の
駅 R3.2.1 

⑧ 

⑩ 

⑨ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

 

③ ② 
① ⑪ 
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 (2) 海の駅・防災桟橋等の活用による舟艇利用促進事業 

本事業は、災害時の船舶を活用した支援の実施や啓開・復旧・輸送等に係る施設管理者、民間事業者

等の間の情報共有及び連携体制強化の内容を盛り込んだ国土強靱化基本計画を背景に、舟艇の利用拡大

と災害時の舟艇を利用した防災体制の構築・災害対応を両立させることを目的に実施するものである。 

神戸運輸監理部においても、小型船舶の特性を考慮するとともに船舶所有者の協力を仰ぎつつ、防災

桟橋等の現有施設を活用した被災地復興支援計画の策定を自治体とともに検討している。 

 

 

５ モーターボート競走の現況 
令和４年度の全国モーターボート競走場の年間売上金額は２４，１４２億円（対前年度比０．９％

増）であった。近年増加している電話投票の総売上金額は１８，７５５億円であり、全体売上の  

７７．７％となった。 

一方、尼崎競走場の年間売上金額は８５５億円（対前年度比１５．５％増）となっている。 

兵庫県内には、神戸新開地、姫路、滝野、洲本、朝来、相生の６カ所の場外発売場（ボートレース

チケットショップ（BTS））がある。 

 

第１５図 モーターボート競走売上金額の推移（令和５年３月３１日現在） 

 

※資料出所：BOAT RACE Monthly Report 
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１ 船員労働の現況 

(1) 船員の労働組合組織率 

船員法適用船員数及び船員労働組合の組織状況は、次のとおりである。 

 第１図 船員の労働組合組織率             （令和４年１０月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）船員数及び組織船員数は、船員法第 111 条報告による（船員数は、非雇用船員を含まない。）。 

「汽船」は、貨物船・旅客船・専用船を示す。 

「その他」は、曳船・押船・はしけ・作業船・浚渫船・官公庁船等を示す。 

 

(2) 船員最低賃金の状況 

最低賃金の決定は、「船員の生計費」、「類似の船員の賃金」、「通常の事業の賃金支払能力」を考

慮して、必要があると認めるときは近畿地方交通審議会に諮問を行うこととなっている。 

令和４年度は、内航団体の労使中央交渉や消費者物価指数等諸般の状況等を考慮し、神戸運輸

監理部長権限にかかる「内航鋼船運航業及び木船運航業」、「海上旅客運送業」、「漁業（沖合底び

き網）」について、令和４年８月４日に諮問がなされ、近畿地方交通審議会神戸船員部会の下に各

専門部会が設置され調査・審議が行われた。 

その後、令和５年１月１１日に各最低賃金の改正について近畿地方交通審議会より答申があり、

これを受けて令和５年３月１７日に改正を決定、同４月１６日に各最低賃金の改正が発効した。 

 

(3) 船員の福利厚生施設の状況 

(ｱ) 宿泊等施設 

管内の宿泊・休憩施設は、次のとおりである。 

      (一財) 日本船員厚生協会 神戸大倉山海員会館（エスカル神戸） 

 

  (ｲ) 医療施設 

管内の医療施設は、次のとおりである。 
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（公社）日本海員掖済会 神戸掖済会病院      

     （一財）神戸マリナーズ厚生会 神戸マリナーズ厚生会病院 

 

 (4)  船員の確保対策 

船員不足が顕在化してきている中、令和４年度は次のとおり対策事業を実施した。 

(ｱ) 水産系高校生を対象とした内航海運事業者によるインターンシップ助成事業は、４事業 

者の協力を得て３校９名に実施した。 

(ｲ)  新たな分野から船員を確保・育成する事業者を支援する「船員計画雇用促進等事業」  

について７事業者（３２人）に対して３，８２０，０００円の助成金を支給した。 

(ｳ)  神戸地区内航船員確保対策協議会、神戸海事地域人材確保連携協議会と連携して実施し 

た事業は、第１表のとおりである。 

 

第１表 内航船員確保対策事業 

行 事 名 実施日（回数） 対 象 概  要 

出前授業 
通年 

（１０回） 
小・中学生等 

海の仕事や船員という仕事に対する関心を深めるこ

とを目的に、総合学習授業に海事関係者を講師とし

て派遣し、海事教材を使用した授業を実施。 
 

特別出前授業 
通年 

（１回） 
中学校 

出前授業を受講した中学校の生徒を対象に交通艇

「はるかぜ」に乗船し、港内見学を実施。 

帆船「みらいへ」を活

用した体験乗船会 
１０月１日 

小・中学生 

親子 

「神戸地区内航船員確保対策協議会」及び「神戸海

事地域人材確保連携協議会」の協力の下、小・中学

生親子を対象とした体験乗船会を実施。 

海技大学校施設見学及

び練習船「海技丸」体

験乗船会 

１１月１２日 
工業高校生 

及び教員 

近畿内航船員対策協議会と連携し、主に機関部の若

年内航船員対策を目的とした海技大学校施設見学及

び体験乗船会を実施。  
 

めざせ！ 

海技者セミナー 

in KOBE 

令和５年 

２月１０日 

練習船 

実習生等 

（独）海技教育機構練習船の神戸港寄港に合わせ、

全国から海運事業者を一堂に会し、企業説明会・合

同面接会を開催。 

 

(5)  個別労働関係紛争等の処理状況 

令和４年度は、「個別労働関係紛争」、「労働関係に関する相談」は無かった。 

 

２ 船員職業安定業務の現況 

(1) 船員の雇用情勢 
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令和４年における船員職業紹介実績は第２表、船員労働需給の状況は第２図のとおりである。 

新規求人数は、令和３年より１６４人増加し、４６９人となり、新規求職数は令和３年より

１３人減少して１８０人となった。 

なお、有効求人倍率の月間平均は２．５９倍と前年の１．４１倍を１．１８ポイント上回った。 

 また、新規求職数の年齢構成は第３図のとおりであり、３０歳代までの若年層は３０．６％

（前年３２．６％）と前年より減少し、５０歳代以上の中高年齢層は５１．１％（前年４９．

８％）と増加した。 

 

第２表 船員職業紹介実績（令和４年１月～令和４年１２月） 

  新規求人数 新規求職数 成立数    

外 航 １０ 人 １０ 人 ２ 人 月間有効求人数（平均） 

月間有効求職数（平均） 

１１１ 

４５ 

人 

人 内 航 ３７８ 人 １４３ 人 ３８ 人 

漁 船 ８ 人 ４ 人 ２ 人 月間有効求人倍率（平均） ２．５９ 倍 

その他 ７３ 人 ２３ 人 ３ 人 充 足 率 ３．１ ％ 

計 ４６９ 人 １８０ 人 ４５ 人 就 職 率 ８．４ ％ 

 

第２図 船員労働需給の状況（令和４年１月～令和４年１２月） 
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第３図 新規求職者の年齢構成（令和４年１月～令和４年１２月） 

 

 

                   

                                     

              

                              

 

 

 

 

 

 

(2) 雇用促進等対策 

 就職促進対策  

令和４年度の雇用保険失業等給付受給資格者への再就職の促進に必要な公共職業訓練 

受講指示は、０件であった。 

 

 (3)  雇用保険に係る失業等給付 

令和４年度における雇用保険に係る失業等給付は、次のとおり実施した。 

受給者数          ３９名（実人数） 

支給件数         １０２件（延べ件数） 

支給額   ２５，３３５，２７６円 

 

(4) 船員派遣事業 

船員派遣事業の許可事業者数は、１３社（令和５年３月末現在）である。 

 

(5) 学校等が行う無料の船員職業紹介事業について 

(ｱ) 学校が行う船員職業紹介事業 

無料の船員職業紹介事業の届出事業者は、２校（令和５年３月末現在：国立大学法人神

戸大学、兵庫県立香住高等学校）である。 

      (ｲ) 団体が行う船員職業紹介事業 

          無料の船員職業紹介事業の許可は、２団体（令和５年３月末現在：浜坂漁業協同組合、 

但馬漁業協同組合）が受けている。 


